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平成２０年 10 月号（第 110 号） 
  

□池田事務所 池田市菅原町３－１ 

□大阪事務所 大阪市西区西本町１－１２－１９－７０１ 

                                

 

 １０月に入り朝晩すっかり涼しくなりました。寒く感じる日が増えてきましたが皆様いかがお過ご

しでしょうか。今月「平成２０年１０月」ですが、政府管掌健康保険は「協会けんぽ（全国健康保険

協会） 以下、『協会』」に変わります。変わることで、①保険給付の内容は変わりません。②被保険

者証は引き続き使用できます。（Ｈ２０.１０以降順次、新たな被保険者証への切り替えが行われます。）

③各種申請等の窓口が変わる場合があります。健保への加入や保険料納付等･･･社会保険事務所、保険

給付や任意継続手続き･･･協会の都道府県支部 などがあります。当分の間は社会保険事務所には協会

の都道府県支部の窓口がありますので取りつぎも可能です。お手続きなどでご不明な点は、当法人社

員までお問い合わせ下さい。 

（阪本） 

 

 

★★  厚生年金保険料率の改定について（再掲）  ★★ 

今回、改定された厚生年金保険の保険料率は「平成２０年９月分（同年１０月納付分）から

平成２１年８月分（同年９月納付分）まで」の保険料を計算する際の基礎となります。 

    

●一般の被保険者の方        現行       平成２０年９月分～ 

  （厚生年金基金加入員は除く）   １４．９９６％  ⇒  １５．３５０％ 

        労使折半負担     ７.４９８％  ⇒     ７.６７５％ 

       ※坑内員、農林漁業、基金につきましては、当法人の社員にお尋ねください。 

 

 

★★  最低賃金額の改定  ★★ 

中央最低賃金審議会から厚生労働大臣に対して行われた最低賃金改定額についての答申に

よれば、東京・大阪・愛知などのＡランク地区は１５円が最低賃金額改定の目安とされていま

した。しかし、東京地方最低賃金審議会は、東京労働局長に対し、東京都最低賃金（地域別最

低賃金）を、１０月１９日から２７円引き上げて、時間額７６６円に改正するのが適当である

との答申を行いました。金額の決定はされていませんが、２年連続での大幅な引上げが実現す

ることにより、地方や一定の職種においては最低賃金割れの問題が数多く噴出することが懸念

されます。 

         ●東京都 ７３９円→７６６円(引上げ額２７円) 

         ●大阪府 ７３１円→７４８円(引上げ額１７円) 

         ●愛知県 ７１４円→７３１円(引上げ額１７円) 

（奥村） 

 

改正パートタイム労働法への対応        仲田 

小売・飲食チェーン店「管理監督者」の判断要素 阪本 

新卒者の採用に関するご案内          濱田
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改正パートタイム労働法への対応 

平成２０年４月１日に改正パートタイム労働法（短

時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律）が施

行され、はや６ヵ月が経とうとしています。 

この法律では、短時間労働者がその有する能力を一

層有効に発揮することができる雇用環境を整備する

ため、短時間労働者の納得性の向上、通常の労働者

との均衡のとれた待遇の確保、通常の労働者への転

換の推進を図ることを主たる目的としていますが、

その改正内容の調査結果をご報告します。 

 

その① 正社員への登用制度 

改正パートタイム労働法では、短時間労働者に関し、

通常の労働者への転換を推進するための措置を講じ

なければならないと定めました。その中の一つとし

て正社員への登用制度の導入がありますが、先日、

非正社員から正社員への登用制度の有無および登用

実績に関する調査結果が公表されました。 

 この調査（厚生労働省「平成１９年企業における

採用管理等に関する実態調査」）は、全国の常用労働

者３０人以上を雇用する民営企業のうちから、一定

の方法で無作為に抽出した約７，０００企業を対象

に実施されたものですが、これによれば非正社員か

ら正社員への登用制度の有無および登用実績につい

ては、「制度があり、登用の実績もある」が２７．８％、

「制度はあるが、登用の実績はない」が５．３％、

「制度はないが登用の実績はある」が３７．６％、

「制度がなく、登用の実績もない」が２９．１％と

なっています。 

 企業規模別にみると、企業規模が大きくなるほど

「制度があり、登用の実績もある」企業割合が高く

なっていますが、これからは安定的な人材確保とい

う意味からも、登用制度を整備する企業が増加する

ことでしょう。 

【通常の労働者への転換を推進するための措置の具

体例】 

① 当該事業所の外から通常の労働者を募集する場

合には、その雇用する短時間労働者に対して当

該募集に関する情報の周知を行う 

② 社内公募として、短時間労働者に対して、通常

の労働者のポストに応募する機会を与える 

③ 一定の資格を有する短時間労働者を対象として

試験制度を設ける等、転換制度を導入する等 

その② 賃金格差 

改正パートタイム労働法では、同一価値労働同一賃

金という考え方が大きく前進しましたが、先日、東

京都産業労働局から発表された「平成１９年度中小

企業等労働条件実態調査」の契約社員に関する実態

調査結果を見ると、まだまだ雇用区分による処遇の

差が大きいことが明らかになりました。 

 この調査は都内の常用従業者規模３０人以上の３，

０００事業所を対象に実施されたものですが、ここ

では契約社員の職務の状況と平均年収見込みの状

況について取り上げます。 

まず契約社員の職務の状況ですが、正社員と比べた

仕事量の多少は「同じ」と「多い」をあわせた「同

等以上」が６８．８％、正社員と比べた仕事の責任

の軽重は「同じ」と「重い」をあわせた「同等以上」

が６７．２％と、いずれも７割近い企業で正社員と

契約社員の職務は同等以上の状況になっていると

いう結果が出ています。このような状態にある契約

社員ですが、その年収見込額を見ると平均は３４０．

０万円で４００万円未満の者は７０．４％にも上っ

ています。また男女別の年収見込額の平均は、男性

は３９８．８万円、女性は３０１．６万円となって

います。 

【参考】 

 平成１８年の全常用労働者の年間給与支払額の平

均額は５，３１０，７６０円。 

 改正パートタイム労働法は契約社員のようないわ

ゆるフルタイムパートには適用されませんが、パー

トタイム労働指針において、「所定労働時間が通常の

労働者と同一の有期契約労働者については、パート

タイム労働法の趣旨が考慮されるべきであることに

留意すること」とされており、今後、こうした状況

は徐々に是正が求められることとなるでしょう。 

 

【パートタイマー均衡待遇推進助成金（短時間労働

者均衡待遇推進等助成金の支給）】 

パートタイマーと正社員の共通の評価・資格制度や

短時間正社員制度の導入、パートタイマーの能力開

発などといった均衡待遇に向けた取組に努められる

事業主の皆様を支援する助成金です。 パートタイマ

ーのやる気を引き出し、企業の活性化につなげてい

ただくため、ぜひご利用ください。 

（仲田） 



 

小売・飲食チェーン店「管理監督者」の判断

要素示す ：厚生労働省 

行政指導の現状としては、「自己管理型労働制」（い

わゆる日本版ホワイトカラー・エグゼプション制度）

の法制化が見送られ、２０．１．２８ 日本マクドナ

ルド事件判決が出て以降は、通達を基準に指導がさ

れているとの認識を持っています。すなわち、当該

企業が位置づけた管理監督者の範囲が前記通達の基

準に合わないとき労働基準監督署長は是正勧告を出

し、労働時間管理と時間外・休日出勤に対する割増

賃金の支払を勧告することがあります。また、管理

監督者の基準に合わないと断定できないが疑わしい

ものは指導票を出し再検討とされることになります。

是正勧告ないし指導票の発行を受けた各企業は指導

内容を検討し、是正・改善しなければなりません。

万一、従わない場合書類送検されるにいたる場合が

あります。 

平成２０年９月９日厚生労働省は、多店舗展開す

る小売業、飲食業等の店舗における、労働基準法第

４１条第２号に規定する監督若しくは管理の地位に

ある者（以下、「管理監督者」という）の範囲の適正

化についての判断基準を盛り込んだ通達を都道府県

労働局長あてに出しました。これには、１）アルバ

イトやパートの採用についての権限がない ２）遅

刻早退により減給されるなど不利益な取扱いを受け

る ３）労働時間に関する裁量がほとんどない ４）

時間単価に換算した賃金額が店舗所属のパート・ア

ルバイト等の賃金額に満たない ほかが挙げられて

います。 

 管理監督者の意義・範囲については、法令は特段

に定めていないため、行政解釈が示されています。

すなわち、労働条件の決定その他労務管理について

経営者と一体的立場にある者の意であり、名称にと

らわれず実態に即して判断すべし（Ｓ２２.９,Ｓ６

３.３）とされています。その範囲（要件）は次の通

りとされています。①事業主の経営に関する決定に

参画し、労務管理に関する指揮管理監督権限を認め

られていること ②自己の出退勤をはじめとする労

働時間について裁量権を有していいること ③一般

の従業員に比しその地位と権限にふさわしい賃金

（基本給、手当、賞与）上の処遇を与えられている

こと です。さらに、金融機関等については具体的

な通達（Ｓ５２．２）が出されているところです。

今回の通達も、根本を前記要件に置き多店舗展開す

る小売業、飲食業等の店舗における管理監督者につ

いて具体的に示したものです。 

 

もうお済みですか？･･･平成１９年９月３０

日以前から継続雇用している外国人に係る届

出 

平成１９年１０月１日より、事業主の方に対し、

外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職支援の努

力義務が課されるとともにハローワークヘの外国人

雇用状況の届出が義務化されました。届出を怠ると、

３０万円以下の罰金が科されます。（届出期限：平成

２０年１０月１日）  

（阪本） 
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新卒者の採用に関するご案内 

 

今回は当法人の取引先様である、株式会社ＯＶＯ様

よりいただきました、新卒者の採用に関するご案内

をさせていただきます。 

･･･････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・・・ 

「リスクを抑えて新卒者を採用するには！？」 

 

昨今、採用活動の手間、費用等のリスクから新卒採

用活動に踏み切れない人事担当者様も多いのではな

いでしょうか？ 

採用市場はネット社会化し、学生は就職ナビを使

い企業検索を行い、個人で活動する傾向にあります。

この流れに乗るためには数百万円かかる就職ナビを

導入し、説明会の開催、面接の準備・・・など採用

人数の多少に関わらず費用、手間が必要となります。 

また、最近の採用市場では一部の学生に内定が集

中し複数内定を保有する傾向にあります。（一人当た

りの内定保有数は平均２社で年々増えております）

その為、内定出しを行っても辞退する学生が多く、

内定＝入社とは言い切れません。 

苦労して内定を出した結果、入社直前になり突然の

辞退、そのようなリスクさえ考えられます。                                社   名：株式会社 ＯＶＯ（オーヴォ） 

それでは、どのように学生を確保すべきでしょう

か？人事担当者様のお手間、費用を軽減するために、

今回は「新卒者対象人材紹介」をご紹介致します。 

 

＜新卒者対象人材紹介のポイント＞ 

・採用活動における学生集客の手間、費用が不要で

す。 

・紹介手数料は成功報酬型の為、本採用決定時にい

ただくことになります。 

 

＜株式会社ＯＶＯが行う新卒人材紹介＞ 

・学生集客から貴社会社概要の説明、一次選考まで

を代行します。貴社は最終面接を行っていただく

のみです。（採用に至るまで何人とお会いいただい

ても費用はかかりません） 

・希望される企業様には一定期間派遣社員として採

用いただき、その後正式に採用することも可能で

す。 

・ビジネスマナー、企業倫理等、新入社員に求めら

れるスキルラーニングの為に新入社員研修を行い

ます。（費用別途） 

 

◇費用対効果◇  

※お一人のみ採用する場合で、表示価格は全て税抜

きです 

〔人材系Ａ社の場合〕 

１，２００，０００円（ナビ基本企画） 

⇒先行投資として、上記金額が必要となります。ま

た手間も必要となり、人的コストがかかります。

母集団形成のみのツールですので、必ず採用に至

るとは限りません。 

 

〔株式会社ＯＶＯの場合〕 

４８０，０００円＋９５，０００円←新入社員研修

費（５日間の研修） 

※お一人のみ採用する場合で、表示価格は全て税抜

きです 

 

この機会にぜひ「新卒者対象人材紹介」をご検討下

さい。 

 

◇新卒者紹介会社◇ 

本社所在地：京都市下京区燈籠町５７０番地 

京都東洞院高辻ビル 

電話番号  ：ＴＥＬ ０７５-３４３-３６２５  

ＦＡＸ ０７５-３４３-３６３３ 

･･･････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

株式会社ＯＶＯ様が行う「新卒者対象人材紹介」の

詳細に関しましては当法人の各担当者までお申し付

け下さい。 

（濱田） 

 

 

 


